
新予防給付のアセスメント及び  

介護予防サービス計画書について  

1．新予防給付アセスメント・ケアプラン等研究会の設置   

新予防給付のケアマネジメントは、地域包括支援センターが行うととも  

に、その業務の一部を居宅介護支援事業者に委託できることとしているが、  

この円滑な実施には、これまで以上に、利用者とサービス提供者等の関係  

者との自立支援に向けた目標の共有や、利用者の意欲を引き出し、支える  

ためのアセスメントの実施等が重要になる。   

このため、「新予防給付アセスメント・ケアプラン等研究会」を設置し、  

これらの趣旨を踏まえた、新予防給付のアセスメント表及び介護予防サー  

ビス計画書の様式等の検討を行った。  

2．モデル事業の実施について   

新予防給付のアセスメント表等の作成作業に当たっては、その実務上の  

課題や有効性等を把握、評価する必要があるため、本研究会において暫定  

版のアセスメント表及び介護予防サービス計画書の様式を作成したところ  

であり、今後、市町村を対象として「新予防給付ケアマネジメントモデル  

事業」を実施し、その評価等を踏まえて、全国共通の様式を作成すること  

としている。   

本モデル事業は、新予防給付対象者の選定から介護予防サービス計画書  

の作成までの一連の過程を行うこと、認定調査票の改訂版、主治医意見書  

の改訂版を使用すること等から、「平成17年鹿妻介護認定モデル事業  

（第1次）」の実施市町村を中心にモデル事業の実施を予定しており、8  

月に約100市町村においてモデル事業が実施される予定である。   






































































